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附 則（令和３年６月２日東相制第20-00078号） 

１ （略） 

（光ＩＰ電話接続機能に係る経過措置） 

２ この改正規定の適用日から令和６年12月31日までの間、協定事業者がＩＧＳ又は第５条（標準的な接続箇

所）第１項の表中第７－２欄で接続する場合は、料金表第１表第１又は第５表第１の規定にかかわらず、

以下の全ての機能を組み合わせて適用します。また、第１欄及び第２欄の機能に係る料金については１通

信ごとの料金額及び１秒ごとの料金額に通信秒数を乗じて算定した料金額を合計した額を適用します。 

区分 単位 料金額 備考 

(1)～(2) （略）                    

(3) 第５条（標準的な接続箇所）第１項の表中第

７－２欄で接続する場合のＩＰ通信網県間区間

伝送機能 

１秒ごと

に 

（略）  

 

       

 

 

附 則（令和３年６月２日東相制第20-00078号） 

１ （略） 

（光ＩＰ電話接続機能に係る経過措置） 

２ この改正規定の適用日から令和６年12月31日までの間、協定事業者がＩＧＳ又は第５条（標準的な接続箇

所）第１項の表中第７－２欄で接続する場合は、料金表第１表第１の規定にかかわらず、以下の全ての機

能を組み合わせて適用します。また、第１欄及び第２欄の機能に係る料金については１通信ごとの料金額

及び１秒ごとの料金額に通信秒数を乗じて算定した料金額を合計した額を適用します。 

区分 単位 料金額 備考 

(1)～(2) （略）                      

(3) 一般ＩＰ通信

網県間中継系ル

ータ交換伝送機

能 

第５条（標準的な接続箇所）

第１項の表中第７-２欄（Ｉ

Ｐ通信網間接続装置の他事

業者側ポート又は中間配線

盤に限ります。）で接続す

る場合 

１秒ごと

に 

（略）         

 

 

附 則（令和５年７月31日東相制第000200000023号） 

（実施時期） 

１ この改正規定は、令和５年７月 31日から実施し、この改正規定のうち、料金表に定める接続料、別表４の

違約金の額については、令和５年４月１日に遡及して適用します。ただし、第３条（用語の定義）第 99-4 欄、

第 64 条（定額制の網使用料の支払義務）第１項第３号及び第４号、第 102 条（ＩＰ通信網県間区間伝送路と

の接続の申込みに係る手続き等）第１項及び第３項、料金表第１表第１（網使用料）１（適用）第５欄、第８

－11 欄、第８－12欄、２（料金額）２－13（ルーティング伝送機能）、附則（令和３年６月２日東相制第 20-00078

号）第２項並びに本附則第３項については、令和５年６月 16 日に、料金表第１表第１（網使用料）第２（料

金額）２－６の３（イーサネットフレーム伝送機能）については、令和３年４月１日に、それぞれ遡及して適

用することとし、第 37 条の４（光回線設備の回線調整等工事）及び料金表第２表第１（工事費）２（工事費

の額）２－２（２－１以外の工事費）の表中第７欄に規定する工事費については、当社の準備が整い次第、実

施します。 

（イーサネットフレーム伝送に係る端末回線伝送機能に関する遡及適用） 

２ 前項の規定にかかわらず、料金表第１表第１（網使用料）２－１－１－１（基本料）第９欄について、令和

３年度及び令和４年度に適用する接続料金は以下のとおりとし、第１号については令和３年４月１日に、第２

号については令和４年４月１日に、それぞれ遡及して適用します。 

 

(1) 令和３年度に適用する接続料金 

月額  

区分 単位 料金額 備考 

端末回線伝送機能（第５

条（標準的な接続箇所）

第１項の表中第５－３欄

で接続する場合） 

ア 10Mbit/s から 100Mbit/s ま

での符合伝送が可能なもの 

１回線ごとに 3,851 円  

 

     イ 200Mbit/s から 1Gbit/s ま

での符合伝送が可能なもの 

１回線ごとに 9,387 円 

ウ ２Gbit/s から 400Gbit/s ま

での符合伝送が可能なもの 

１回線ごとに 2,453 円 
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(2) 令和４年度に適用する接続料金 

 

月額  

区分 単位 料金額 備考 

端末回線伝送機能（第５

条（標準的な接続箇所）

第１項の表中第５－３欄

で接続する場合） 

ア 10Mbit/s から 100Mbit/s ま

での符合伝送が可能なもの 

１回線ごとに 3,644 円  

 

     イ 200Mbit/s から 1Gbit/s ま

での符合伝送が可能なもの 

１回線ごとに 9,180 円 

ウ ２Gbit/s から 400Gbit/s ま

での符合伝送が可能なもの 

１回線ごとに 2,246 円 

 

（一般ＩＰ通信網県間中継系ルータ交換伝送機能に係る経過措置） 

３ 協定事業者が、令和５年６月 15 日まで当社の非指定電気通信設備との接続に関する契約約款料金表第１表

第１（網使用料）２（料金額）２－３（ＩＰ通信網県間区間伝送機能）第６欄に規定する機能を利用してい

る場合（当該機能を利用する旨の申込みを行っている場合を含みます。）であって、当該機能との接続を終

了する旨を申し出ないときは、当社は当該協定事業者について、料金表第１表第１（網使用料）２（料金額）

２－13（ルーティング伝送機能）第４欄ア欄に規定する機能を利用するものとみなします。 

（網使用料の算定に係る措置） 

４ 当社は、この改正規定に係る端末回線伝送機能（２－１－１－１第３欄ウ欄及びエ欄、第６欄、２－１－

１－１の２、２－１－１－２第１欄イ欄、第２欄イ欄並びに２－１－１－２の２に限ります。以下この附則

の第６項までにおいて同じとします。）について、令和４年度以前に適用した網使用料の原価の実績値（令

和４年度については、直近までの期間の実績値を基礎として合理的な予測に基づき算定した値とします。以

下この項において同じとします。）と収入の実績値との差額（以下この附則において「前期差額」といいま

す。）を、令和５年度以降に適用される網使用料の原価に加えて算定するものとします。 

５ 当社は、この改正規定に係る令和４年度における端末回線伝送機能の網使用料の原価の実績値と収入の実

績値との差額が発生した場合であって、当該差額と前期差額（令和４年度に係るものに限ります。）との差

額が発生したときは、速やかに前項の料金額の算定に用いた原価にその差額を加えてそれ以降に適用される

網使用料を変更する措置を講じるものとします。 

６ 当社は、この改正規定に係る端末回線伝送機能の網使用料（令和５年４月１日から令和８年３月 31 日まで

適用するものに限ります。）について、原価の実績値と収入の実績値との差額が発生した場合は、その都度

速やかにそれ以降に適用される網使用料の原価に当該差額を加えて当該網使用料を変更する措置を講じるも

のとします。 

７ 当社は、前２項の規定に基づく網使用料の算定を行うことにより、当該網使用料の水準に急激な変動が生

じるおそれがあるときは、前３項の規定にかかわらず、前３項に規定する差額を複数の算定期間に分けて原

価に加えるなど、当該変動を緩和するための措置を講じるものとします。 

 










































